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「石油石炭税法取扱通達」新旧対照表 

 

（注）アンダーラインを付した箇所が新設し、又は改正した箇所である。 

改    正    後 改    正    前 

（未納税移入明細書の作成） 

第28条の２ 法第10条第１項《未納税移出》の規定を適用する場合におけ

る令第10条第２項《未納税移出に係る承認の申請等》に規定する書類

（以下「未納税移入明細書」という。）の作成については、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス

状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合  当該原油、ガ

ス状炭化水素又は石炭が移入場所に搬入されたことを帳簿又は伝票等

により確認して作成する。 

⑵ 前号以外の場合  令第10条第２項第２号に規定する移入されたこ

と等を証する書類（以下「未納税移入証明書」という。）に基づき作

成することとなるのであるが、当該未納税移入証明書は、当該原油、

ガス状炭化水素又は石炭が未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又

は石炭である旨の記載のある商取引上の物品受領書等（当該原油、ガ

ス状炭化水素又は石炭の移入数量が移出数量と異なる場合は、その増

減数量及び増減の生じた理由を記載したものに限る。第29条において

同じ。）であって移入者が証明したものでも差し支えないものとす

る。 

 

（未納税移出入手続の特例） 

第29条 法第10条の２第１項《未納税移出に関する特例》の規定の適用を

受けようとする者は、令第10条の２第１項《未納税移出に関する特例》

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（未納税移出入手続の特例） 

第29条 法第10条第１項《未納税移出》の規定により原油、ガス状炭化水

素又は石炭を未納税移出した場合において、当該未納税移出した者と当

別紙６ 
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改    正    後 改    正    前 

に規定する方法により当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が法第10条第

１項各号《未納税移出》に掲げる原油、ガス状炭化水素又は石炭に該当

すること及び当該原油、ガス状炭化水素又は石炭が当該場所に移入され

たことについての明細（以下この条において「移出入の明細」とい

う。）を明らかにしなければならないのであるが、次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める方法によっているときは、移出入の明細が

明らかにされているものとして取り扱う。 

⑴ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス

状炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合（法第６条第１項

《採取者とみなす場合》の規定が適用されることにより未納税移出し

た者と未納税移入した者が同一となる場合を除く。）  未納税移出

に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭である旨の記載をした納品書等

及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場所に

おいて保存する方法。 

⑵ 前号以外の場合  当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移出の事

実を令第20条《記帳義務》に定めるところにより明らかにし、未納税

移入証明書を保存する方法。 

２ 未納税移出をした原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入場所が、法第

10条の２第１項各号に掲げる場所に該当する場合においても、納税申告

書に法第13条第１項第２号《移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭

についての課税標準及び税額の申告》に規定する事項が記載されていな

いときは、法第10条第１項の規定は適用されないのであるから留意す

る。 

３ 法第10条の２第１項第２号に規定する「当該原油、ガス状炭化水素又

は石炭が継続して移入される場所」とは、承認申請に係る採取場から移

該原油、ガス状炭化水素又は石炭を未納税移入した者とが同一であり

（法第６条第１項《採取者とみなす場合》の規定が適用されることによ

り未納税移出した者と未納税移入した者とが同一となる場合を除

く。）、未納税の原油、ガス状炭化水素又は石炭である旨を記載した納

品書等及び物品受領書等を作成し、これをそれぞれ移入場所及び移出場

所において保存しているときは、令第10条第２項第１号《未納税移出に

係る承認の申請等》に規定する書類の納税申告書への添付及び法第10条

第７項に規定する書類の提出を省略させても差し支えない。 

２ 前項の規定の適用を受けようとする未納税の原油、ガス状炭化水素又

は石炭の移入者に対しては、未納税移入場所についての法第20条第１項

《採取の開廃等の申告》に規定する申告書に、移出場所の所在地及び名

称、年間移入見込数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した

書類の記載内容に異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載

した書類を提出させる。 
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改    正    後 改    正    前 

出される未納税の原油、ガス状炭化水素又は石炭を、おおむね月１回以

上の頻度で継続的に移入する場所をいう。 

４ 法第10条の２第１項第２号に規定する税務署長の承認は、当該採取場

から移出する当該原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入場所ごとに与え

るのであるから留意する。 

５ 法第10条の２第２項に規定する「同条第７項に規定する原油、ガス状

炭化水素又は石炭を継続して移入する場所」とは、未納税移出に係る原

油、ガス状炭化水素又は石炭をおおむね月１回以上の頻度で継続的に移

入する場所をいう。 

なお、当該場所が未納税移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭を

２以上の採取場から移入する場所である場合には、当該２以上の採取場

からの移入を併せて「おおむね月１回以上の頻度で継続的に移入する場

所」に該当するかどうかの判定を行うのであるから留意する。 

６ 当該原油、ガス状炭化水素又は石炭を移出した者と当該原油、ガス状

炭化水素又は石炭を移入した者が同一である場合であって、第１項第１

号に定める方法によっているときは、法第10条の２第２項の規定にかか

わらず、法第10条第７項に規定する書類（以下「未納税移入届出書」と

いう。）の提出を省略させても差し支えない。この場合、未納税移出に

係る原油、ガス状炭化水素又は石炭の移入者に対しては、未納税移入場

所について法第20条第１項《採取の開廃等の申告》に規定する申告書を

提出させるとともに、これに移出場所の所在地及び名称、年間移入見込

数量等を記載した書類を添付させる。また、提出した書類の記載内容に

異動が生じた場合には、その都度異動後の内容を記載した書類を提出さ

せる。 

７ 法第10条の２第３項に規定する「石油石炭税の保全上不適当と認めら
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改    正    後 改    正    前 

れる事情があるとき」とは、次の場合をいう。 

⑴ 申請者が現に石油石炭税を滞納している場合又は滞納のおそれがあ

ると認められる場合 

⑵ 申請者が法に違反したことにより告発された場合又は通告処分を受

けて履行していない場合 

⑶ 申請者が法に違反し、法の規定により刑に処せられ又は通告処分を

受け、その刑に処された日又は通告の旨を履行した日から１年を経過

しない者である場合 

⑷ 申請者が申請の日前１年以内において石油石炭税に係る期限後申告

書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けている

場合で、その内容が特に悪質と認められるとき 

⑸ 法第10条の２第１項第２号に係る承認の申請で、申請の日前１年以

内において、当該採取場から申請に係る移入場所に移出した原油、ガ

ス状炭化水素又は石炭についての未納税移入明細書が、納税申告書の

提出期限内に提出されなかったことがある場合 

⑹ 法第10条の２第２項に係る承認の申請で、申請の日前１年以内にお

いて、当該移入場所に移入した原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る

未納税移入届出書が、期限内に提出されなかったことがある場合 

⑺ 帳簿の備付け、記帳及び保存の状況等からみて、たばこ税の保全上

不適当と認められる場合 

８ 法第10条の２第４項に規定する「石油石炭税の保全上不適当と認めら

れる事情が生じたとき」については、次のとおり取り扱う。 

⑴ 法第10条の２第１項第２号に規定する税務署長の承認を受けている

移入場所について、前項（第５号を除く。）に掲げる処分を受け又は

その事情が生じたときは、その承認を受けた移入場所の一部又は全部
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改    正    後 改    正    前 

について、その承認を取り消すことができる。 

⑵ 法第10条の２第２項に規定する税務署長の承認を受けた移入場所に

ついて、前項（第６号を除く。）に掲げる処分を受け又はその事情が

生じたときは、その承認を取り消すことができる。 

 

 

であることを理由として有利な条件で行う金銭の貸付けは、

震災特例法第47条の規定による非課税措置の対象となる特別

貸付けに該当しないことに留意する。 

 

（であることを理由として有利な条件で行う金銭の貸付けは、

震災特例法第47条の規定による非課税措置の対象となる特別

貸付けに該当しないことに留意する。 

 


